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疑義解釈資料の送付について（その６）

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成22年厚生労働省告示第69

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項

について」（平成22年３月５日保医発0305第１号）等により、平成22年４月１

日より実施しているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を

別添１から別添３までのとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。



歯科- 1

〈 別 添 ２ 〉

歯科診療報酬点数表関係

【手術】

（問１） 区分番号Ｊ０６３に掲げる歯周外科手術の「注３」において、歯

周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施する場合

は、所定点数（「注１」の加算を含む。）の100分の30に相当する点

数により算定する取扱いとなっているが、この場合における「注５」

に規定する手術時歯根面レーザー応用加算の算定方法如何。

（答） この場合においては、歯周外科手術の「注３」の規定により算定す

る点数に、手術時歯根面レーザー応用加算の40点を加えた点数を算定

する。

【歯冠修復及び欠損補綴】

（問２） 区分番号Ｍ０２９に掲げる有床義歯修理に係る歯科技工加算につ

いては、破損した有床義歯の修理を行った場合の加算であるが、新

たに生じた欠損部位に対して有床義歯の増歯を行った場合において

も算定できるか。

（答） 新たに生じた欠損部に対して、有床義歯の増歯を行った場合であっ

て、患者から有床義歯を預かった日から起算して２日以内に装着した

場合においては、算定して差し支えない。

（問３） 有床義歯修理の「注１」において、新たに製作した有床義歯を装

着した日から起算して６月以内に当該有床義歯の修理を行った場合

は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとな

っているが、この場合における「注３」に規定する歯科技工加算の

算定方法如何。

（答） この場合においては、有床義歯修理の「注１」の規定により算定す

る点数に、歯科技工加算の20点を加えた点数を算定する。




